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午後1時01分 開会 

○河添 それでは、カンボジアの国道1号線改修計画のこれまでの経緯についての報告会

ということで、これから1時間半ほどの時間で進めて参りたいと思います。 

 初めてこういう席に参加される方もいらっしゃると思いますが、どうぞ緊張せずに、発

言は皆さん自由に行っていただいて結構ですので、もしご質問などありましたら、自由に

ご発言いただければと思います。 

 今日の趣旨ですけれども、このカンボジアの国道1号線改修計画は2001年度に要請され

た案件で、その時、JICAには環境社会配慮ガイドラインというものはなかったわけです

けれども、2004年に制定されたガイドラインを参照しながら、環境社会配慮を進めていっ

たという事例であります。 

 この案件は、特に住民移転の関連で、2004年のガイドラインが求めている要件よりもさ

らに進んだ形で対応したという経緯もあります。一方で、2004年のガイドラインを適用し

た案件ではないのですが、環境社会配慮審査会を例外的にやっておりますので、2006年と

か2009年に審査会の時間内に経過報告もさせていただいたという経緯もあります。今回は、

改修計画の最終工期である第4期が始まる段階ですので、節目ということで報告会を持た

せていただいた次第です。 

 ここからは村山先生にこの会の進行をお任せいたしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○村山氏 現在、環境社会配慮助言委員会の委員長をしております村山と申します。この

件は助言委員会の対象ではないんですけれども、委員会の中でこうした報告会を開くべき

だという議論が出ましたので、その経緯から私が進行をさせていただきます。 

 まず、確認ですけれども、助言委員会は通常記録をとっています。この報告会もそれに

準じる形で記録をとらせていただきます。ですので、発言者ごとに氏名を記載し、発言を

それぞれ記録して、公表することになっていますので、ご了承いただければと思います。 

 では、最初にご報告をいただきたいと思いますが、時間はどれぐらいになりますでしょ

うか。 

○林 一応1時間の報告と30分の質疑応答というふうに聞いております。 

○村山氏 逆に、30分程度の報告で1時間議論したほうがいいと思いますが。急に言って

難しいかもしれませんが、できるだけ短くお願いしたいと思います。 

○林 はい、了解いたしました。始めてよろしいでしょうか。 
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○村山氏 はい、お願いします。 

○林 皆さん、こんにちは、JICAの経済基盤開発部平和構築・都市・地域開発第二課の

課長をしております林と申します。今日はこの国道1号線の案件の説明をさせていただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと喉の調子がおかしいので、

時々水を口にすることがありますが、ご容赦ください。また、プレゼンテーションの資料

を操作いたしますので、座って発表させていただきたいと思います。これもご容赦くださ

い。 

 お手元の資料は、既に金曜日に皆様のお手元にメールでお届けしているものと基本的に

全く同じものですので、ポイントのみ、先ほど村山委員長からもお話がありましたけれど

も、30分程度で終わるようにスピードアップしてやっていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 説明のポイントですけれども、大きくこれまでの経緯と今後の取り組みということで、

二つにわけて説明をさせていただきたいと思います。特にこの案件は、環境社会配慮の中

で非自発的住民移転が多く発生するため、これに対してどう取り組んでいったらいいのか

と、先ほど河添のほうからも話がありましたとおり、ガイドラインが改訂中、もっと細か

いことを言いますと、ガイドラインの実施要領といいますか、細則みたいなものが全くな

い中でどうしていくのかということを考えながらやっていったという、試行錯誤の案件だ

ったということで、そのあたりを説明させていただきたいと思います。 

 これは目次です。この資料が公開されて、最後まで残るということを前提に考えており

ましたので、プレゼンテーション資料ではあまりつけませんが、あえて今回つけさせてい

ただきました。 

 まず、案件の経緯です。今日初めて参加される方もいらっしゃると思いますので、簡単

にご説明申し上げたいと思います。国道1号線という案件は、こちらにありますけれども、

プノンペンからメコン川を渡って、最終的にベトナムのホーチミンに向かうアジアハイウ

ェーの1号線の一部をなしている、カンボジアの最も重要な国道の一つとなっております。

経済活動の機軸となる道路だと考えております。 

 また、この道路は、メコン川に沿っている部分が、特に今回日本が担当いたしました

C1区間は、メコン川に沿った形になりますので、これ自体が堤防になっているという道

路でございまして、メコン川の氾濫などが起こった時にこの道路がどれだけ水の上に頭を

出していられるかというのがこの案件を考えるうえでのポイントになったところでござい
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ます。当然のことながら、沿線にはたくさんの方が住んでいらっしゃいますので、彼らに

とってみれば生活道路としても機能しています。 

 こちらは、アジア、特にASEANが成長している中で、日本にとっても戦略上非常に重

要な道路ということを示しています。 

 位置図はこういう形になっております。工事は、こちらのネアックルンからプノンペン

に向かって行われているというふうにご理解いただければと思います。第1期は№2と№3

と言われている橋梁で、第2期がこの橋梁1橋と約43km、第3期が約9kmで、今回の第4期が

残りの4kmということになっております。 

 このプロジェクトの調査はどのように進めていったかという流れがこちらに書いてあり

ます。先ほど河添からもご説明がありましたけれども、2001年に要請を受けた案件です。

その後、2002年に、後でご説明申し上げますが、開発調査から始めまして、基本設計調査

に入る前に、当時予備調査と言っていた調査を「環境社会配慮支援調査」という名目で行

いました。その後、基本設計調査を行いまして、当時の環境社会配慮審査会に報告をさせ

ていただきました。 

 その後、そこで足りない部分等々の指摘も受けましたので、予備調査という形で基本設

計調査期間中ではあったのですが、環境社会配慮支援調査Ⅱというのを打ちました。その

後、E/Nがこういう形で1・2・3期ということで続いて署名がなされまして、昨年6月、第

3期が完工いたしましたので、現在、先ほどの地図でいいますと、ネアックルン周辺から

プノンペンの近く、4km残すところまでの改修が終わっているというところです。 

 こちらがメコン川の氾濫の様子です。これがいわゆる2000年洪水と言われているもので、

非常に大規模な洪水で、国道1号線も、先ほどNo.2、No.3橋というのがありましたけれど

も、この辺りの堤を爆破して、水をメコン川から、「コルマタージュ」と呼ばれています

が、こちら側に水を流すことで、プノンペンが水没することを回避したという状況になっ

ております。それほどひどい洪水だったということです。 

 この案件の主な責任分担をこちらに書いてあります。道路の改修を日本が行うというこ

とと環境社会配慮の支援、それから、カンボジア側に関しましては、当然のことながら、

彼ら自身が行う環境社会面での影響評価と適切な補償の実行、それから、公共ユーティリ

ティーの移設などというのが主な分担事項となっております。 

 当時どのような問題が発生していたかということですけれども、こちらに掲げているよ

うな点、市民社会の方、NGOの皆さん、特に今日お越しの松本さんはじめメコン・ウォ
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ッチの方々等々から指摘がされていたということで、これに対してどのように取り組んで

いったらいいかということを考えながら調査を進めていった次第です。 

 取り組んでいったことですけれども、先ほど申し上げましたとおり、いきなり基本設計

調査を行うのではなくて、まず開発調査を行いました。これによって最大洪水水位がどれ

くらいになるのかということを検討いたしました。それによって路面高をどのくらいにし

たらいいかとか、開口部、水を流すところはどのくらいの通水断面をとったらいいかとい

った設計条件を、この開発調査の段階で詰めました。 

 ここで詰めておいたおかげで、その後、住民移転にあたってどこまで道路を嵩上げする

のかという議論になった時に、逆にいうとどこまで下げられるのかということを検討する

基礎になったということです。昨年もひどい洪水がありましたけれども、幸いなことに今

回、1号線は水につかることなく、幹線道路として機能しましたので、当時の設計がここ

で生きたと考えております。 

 二つ目、ADB改修区間、先ほどの地図でネアックルンの橋を渡ってからベトナム国境に

行くまでのところをC2区間と呼んでいまして、そこをADBのほうで先行して改修してい

たのですが、メコン・ウォッチさんはじめNGOの皆さんから「適切な住民移転が行われ

ずに住民の方たちが非常に苦労している」というお話がありましたので、ここをまず把握

して改善に結びつけていきたいと考えました。 

 まず情報を入手し、それをスクリーニングするということ。それから、トライ＆エラー

を通じた改善となっていますが、本当は最初から適切な対応がとれればいいのですけれど

も、冒頭申し上げましたとおり、ガイドラインがまだ改訂中で、施工細則等々がない中で

どう対応していくかということがありましたので、問題が指摘されたら、それを確認して、

対応して、まずかったら改善をしていきましょうという形で取り組んで参りました。 

 あとは、後々非常に大事になってきますけれども、カンボジア政府との情報共有と信頼

関係の醸成、これも主な点として取り組んできたところです。 

 基本設計調査の答申を2004年12月にいただいたので、その内容を踏まえて取り組んでき

たのですが、プロジェクトの前半段階（2006年末）までで取り組んだ内容を次ページ以降

にお示しいたしました。一つ一つ詳しく説明はいたしません。なぜならば、これは途中段

階のものですし、当時、私自身この案件の頭からずっと担当者として担当させていただい

ていて、前回の無償資金協力部にいた期間も長くなっていたものですから、私どもがやっ

たことをきちっと後の担当に引き継いでいくという意味も含めて、こういう形で整理して
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記録として残したということです。 

 これは余談になりますけれども、松本さんと最初に意見交換をさせていただいた中で、

JICAはインスティテューショナルメモリーがない組織ですねというふうにご批判をいた

だいたので、確かにそういうことがあったかもしれないということも含めて、こういった

形で残しておきました。なので、今見るとちょっと足りないところとか、情報が不足して

いるところ、解釈が違うところとかあるかもしれませんが、当時我々としてはこういうよ

うな形でADB、それからNGOの方々からいただいた情報を基に先方と話をしながら、取

り組んでいたというふうに理解していただければと思います。 

 取り組んだ項目は大きく七つですね。影響住民に事前説明、影響住民との合意形成、そ

れから、代替地の確保、補償費用の算定及び支払、苦情処理、それから、道路設計・施工

上の主な配慮、対話を通じたカンボジア国政府への働きかけ。このくらいの大項目を出し

て、その中で起こってくる問題に一つ一つ取り組んでいったという状況です。 

 住民説明会はどんなことをやっていたかということを写真でお示ししてあります。これ

は2004、5年のころだと思いますけれども、実施していたものです。それまでは役人が来

て難しい顔をしてしゃべって終わりというような状況だったんですけれども、それではわ

からないでしょうということで、次ページに出てきますが、パースをつくりました。これ

は調査の中でJICAのほうでお金を出してつくったんですけれども、自分の家がどうなる

のかということをイメージしていただけるようなパースをつくりました。 

 それから、説明も大きな用紙に印刷しました。今、は彼ら自身でも買えますけれども、

当時は大きなプリンタがなかったので、こういう形で大きく印刷したもので文字を見せな

がら説明をしました。もちろんパンフレットも配っております。それは先ほどのエクセル

の表に書いてあったとおりです。 

 会場は、こういうお寺など地域のコミュニティ、皆さんが集まるようなところを使って

実施しました。この方はIRCのトップのニアン・レンさんという方ですが、冒頭のころは

彼自身も参加して、市民の方から直接いろいろQ＆Aを受けるという対応をしていました。 

 最後の教訓のところに出てきますけれども、最初のころはIRC、カンボジア政府は非常

にかたくてこういったことに対してすごく後ろ向きだったんですけれども、これはやらな

ければ駄目ですよということでやったということです。 

 これが先ほど申し上げた資料です。後に出てきますけれども、このスライスですね、建

物を切ったらこんな感じになるとか、セットバック、下がっていただいたらこんな感じに
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なると、改修後の道路はこんな感じになりますよというようなことを示しました。 

 あと、ここで住民移転計画を、これはクメール語でつくっているんですけれども、こう

いったものをコミューンオフィスに貼り出したり、細かい個人情報にあたるようなものは、

彼ら自身がコミューンオフィスでファイルを持っていて、非影響住民、PAPsの方が行け

ば、そこで見られたりという状況をつくったところです。この点についても、見せてもら

えなかった、とかいったご意見をいただいたことがあったので、その都度、後に申し上げ

ます定例会などで申し入れて事実確認をして、改善を求めたところです。 

 次に、非常に重要なのが移転地なんですけれども、ネアックルンから少しずつ確保して

いって、今、第6までいっているところです。これは、土地がない、ランドレスの人たち

をどうするかというのが今回ポイントになりました。当時の法律上は特に移転地を設けて

云々というのはなかったんですが、ADBの時に貧困の原因になったということもあったの

で、先方側の法律をある意味曲げさせてしまって、1世帯当たり100平米程度の広さを整備

して無償で供与するということを日本側の意思として、これを彼らに申入れをして、彼ら

がそれを受けてやったということです。基本的に相手国の法律を尊重しながらやるという

ことが大原則なのですが、ここだけは譲れずにやったところの一つとなっています。 

 あと、移転前のコミュニティから極端に離れず、かつ、国道1号線に近い場所を選定し

ています。ただ、都心のほうに近づいてくると、どうしても道路の真横につくるというの

がだんだん難しくなってきますので、第4期の移転地、3期の方も一部入っていますけれど

も、そこは道路から約1.2km、ちょっと離れたところになっているというのが現状です。 

 それから、周辺の公共施設ですね、学校、病院、市場へのアクセスも考慮したというこ

と。それから、盛土もしまして、トイレとか排水管、井戸、アクセス道路を整備したとい

うところです。 

 こちらが第6移転地ですけれども、ちょっと草が生えていますが、こういう形で整地は

済んでいるという状況で、ちょっと映っていませんが、こちらのほうに第3期の一部の人

たちが移ってきているという状況です。 

 ここは第1移転地なんですけれども、井戸も設置しました。これは政府がお金を出して

NGOにやっていただいたというふうに聞いております。 

 これは第1移転地の写真で、私が昨年の9月に行った時の様子です。移転地として大分落

ち着いた感じになってきています。入ったところに物を売るような商店もできていまして、

建て直してきれいになった家がこんな形であります。 
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 これは、トゥクトゥクの大きいバスのようなものがあって、これで営業している方がい

らっしゃって。私たちが行っている間ずっと子どもが来てにこにこ笑いながらついてきて

くれました。 

 次に、苦情処理委員会ですけれども、苦情を申し立てる場所がないというところが非常

に問題になっておりましたので、苦情処理委員会をきちっと立ち上げるようにということ

をこちらから申し入れて設置しております。ここも当初、そこに行っても受け付けてもら

えなかったとかいろいろな情報をいただきましたので、それも定例会の場を通じて改善を

図るということをしております。 

 第4期に関しましては、今まではカンダール州というところだったのですが、これから

はプノンペン市の中に入りますので、プノンペン市が中心となって苦情処理委員会を立ち

上げるという状況になっているんですけれども、メンバー等々は決定次第こちらに連絡を

いただけることになっております。 

 その他の取り組みですけれども、幾つかございます。あまり詳細に申し上げる時間はな

いのですが、こちらに書いてあるような、PAPsを最小化するために工事に必要な道路幅

を最小限の範囲に縮小すると。Provisional Road Widthという概念をつくって対応してき

ました。 

 通常、Right of Wayという道路幅、道路用地というのは道路のセンターラインから両側

何メートルという形でとっていくのですが、実際に工事をするときに、堤防のように平ら

なところであればほとんど影響なく工事はできますけれども、逆に下がってしまっている

と、どうしてもそこのところは重機が入ったりするスペースができてしまいますので、そ

ういったところを考えながら、Right of Wayと別の概念で用地を確保したところです。 

 それから、住民説明会。これもポイントになったところですけれども、第3期までの累

計ですが、70回以上で、累計参加人数が5,000人以上となっております。 

 それから、外部モニタリングも実施しております。当初は日本側のお金でやって、その

後はカンボジア政府自身の費用でやっています。 

 それから、定例会議も、大使館とJICA、カンボジア政府、主に省庁間住民移転委員会、

IRCと呼んでいますけれども、こことの定例会議を合計で120回以上やっています。この

会がこなれてくるにつれて、先方との意思疎通、それから、信頼関係の醸成には非常に役

立っているというふうに考えております。 

 さらに、発展形として技術協力プロジェクト、「住民移転のための環境社会配慮能力強



 8

化プロジェクト」という専門のプロジェクトを立ち上げまして、1号線についてもこのプ

ロジェクトから側面支援を受けるような形になっております。これは今年の3月まで2年間

の予定で継続しております。 

 第1期から第3期のまとめなのですが、数字はこのRAPの最終版、最終的な修正が終わっ

ていないので、2011年末時点の数字となりますけれども、約3,700世帯。そのうち、物理

的に移転が必要となったのが224、セットバックは667、スライスが466というふうな形に

なっております。 

 次に、改善をしつつ取り組みを継続した事項ということで、ここが教訓ということにな

ってくると思います。何度も繰り返し申し上げて恐縮なのですが、適切な非自発的住民移

転の実現は非常に労力がかかる、時間もかかるという状況です。なので、今まで申し上げ

たとおり幾つかいろいろな取り組みをしているのですけれども、特に重要な補償単価、移

転地整備、生計回復策について整理させていただきました。 

 ここに書いてあるとおり、「補償単価」の設定方法については、いろいろな段階があり

ました。最初の段階は、そもそも不法で土地を占拠しているとみなされた方々、ランドレ

スの方々に関しては、「どけ」と武力で脅されてどかされていたという時代がちょっと前

まであったということもあるので、ともかくきちっと調査をして、それで算定した価格を

払わせましょうと。当時、公定単価、我々は便宜上「2000年単価」と呼んでいましたけれ

ども、その単価でとにかく払わせるということが第1段階でした。 

 第2段階は、「わかりました」と、彼らもそれに基づいて住民説明も含めてちゃんとや

りますということでやったのですけれども、補償額を算定したのが2004年ですから、その

当時と2000年を比べると、当然インフレを考えなければいけませんねと。これも厳密に言

えばいろいろな考え方があると思うのですけれども、最低限インフレ率は考慮してやりま

しょうということで、そこを認めさせて、12％アップして、支払をさせようということを

したというのが、第2段階です。 

 第3段階は、当時、ADBとか他のドナーの、特にADBがどういう方針で補償させるかと

いうところで、政府側のポリシーにありますけれども、再取得価格に基づいてやるべきで

はないかという話がありました。ここを変更するということに対して、我々としても、と

にかくカンボジア政府としてきちっと統一的な対応をとってほしいということを求めて、

働きかけをして最終的に再取得価格で3期以降補償することになりました。1期、2期につ

いては既に1区価格ということで補償が終了していましたので、差額を計算して、差額の
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追加補償も実施しております。 

 二つ目、「移転地整備」ですけれども、移転地整備についてはこういったことがありま

した。住環境を変えない場所に代替地を確保するということの困難さです。実際には、2

番目に書いてありますけれども、地上げなどいろいろな問題があって簡単ではないという

状況です。 

 それから、先ほど申し上げたとおり、移転した非影響住民、PAPsに土地の所有権も付

与するという、ある意味超法規的措置を実行させたということもございました。 

 あとは、代替地のインフラ整備ですね、とこまでやるのかというところ。4期について

は、後で申し上げますとおり、水道とか電気といったものも出るのですけれども、最初は

もともと住んでいたところにそういったものがなかったということもあって、どこまでや

らせるのかということを我々としても考えながら進めておりました。 

 実際につくってみると、これもいろいろご指摘をいただいたんですけれども、井戸水か

らヒ素などが検出されたり、ということもございまして、それについてどう対応するのか

を考えて対応してきました。 

 また、ここを通じて我々としても本当に難しいのだなと思ったのは、代替地を提供され

る正当な権利者であるということを確認することが、彼らもいろいろやっているんですけ

れども、非常に難しいということでした。いろいろな話を聞いておりますけれども、そう

いうこともあります。 

 あとは、PAPs間の公平性の担保。これは6とも関係してくるのですけれども、あの人は

土地がもらえた、私はもらえないといったようなことがあって、何でもらえるのか、何で

もらえないのかというところを正しく理解してもらうことも大切な仕事になったというこ

とです。 

 三つ目は適切な「生計回復策」です。ここもいろいろ考えさせられております。まさに

第4期でこれをもっとしっかり考えなければいけないところではあるのですけれども、事

前に生活状況とか家計をきちっと確認することが何よりも大事だと。それから、ニーズに

基づいた生計回復策を検討させること。 

 それから、他のプロジェクトにおける生計回復策、これは今、ADBがC2区間でマイク

ロファイナンスとか職業訓練を生計回復策として取り組ませているという話がありました

ので、こういった実施状況もフォローしながら改善を図っていかなければいけないなと、

これは今後の話ですけれども、思っております。 
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 それから、住民に密着しているNGOの皆さん、特に現地で活動されていらっしゃる

NGOの皆さんからもいろいろなご意見をいただきながら、生計回復策をより充実したも

のにしていかなければいけないなと考えております。 

 今日こういった機会を設けさせていただいているのも、カンボジア政府自身もどうやっ

たら有効な回復策がとれるのかというのは非常に悩んでいるところですので、いろいろお

知恵を拝借できれば、我々が定例会などを通じて申し入れをしていけるのではないかと考

えております。 

 最後になりますが、今後の取り組みとして、国道1号線第4期、最終期の概要をご説明申

し上げて終わりにしたいと思います。これは現在の状況ですが、かなり交通量も増えてき

ております。これはちょうどラッシュアワーの時期ですけれども、こんな形で車が止まっ

てしまっています。ブレーキランプがついていますが、このように渋滞が激しい状況です。 

 第3期の状況、改修前はこんな感じだったのですけれども、改修するとこういう感じに

なります。イメージとして持っていただければと思います。 

 第4期は今どういう状況になっているかということですか、2004年に基本設計調査を実

施してからかれこれ7年経っておりますので、状況の変化が大きかったものですから、こ

こに書いてあるような形で変更を行っております。一番大きな変更は、始点から1.9kmま

ではもともと4車線だったのですけれども、そこから先の4km区間までを4車線化する予定

になっております。 

 現地に行かれた方はおわかりだと思うんですけれども、始点に中国系の銀行が第2モニ

ボン橋というのを作ってしまいまして、そこが既に4車線になっていて、流入が激しくな

ってきているということ。それから、環状道路がもう少し先でつながるのですが、そこを

中国が恐らく支援をするだろうと、これはかなり具体化していると聞いています。 

 さらには、1号線沿線上に新しい港を建設するという話も聞いております。そうすると、

当然のことながら大型の例えばコンテナを積んだトレーラーがとおることも考えられます

ので、そういったものを考慮していかなければいけないということで、交通量などをかん

がみてこういう設計にいたしました。 

 一方で、ここを走っていただくとおわかりになると思うのですが、バイクとかいろいろ

な交通が混在していて危ないので、そこをきちっとわける必要があるということと、中央

分離帯のスペースを確保することで街灯が設置できるようにすると、これは後でカンボジ

ア政府自身にやってもらいます。それから、Uターンとか左折レーンをきちっと設けるこ
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とで、走行車線を死なないようにしてあげて、より安全に走行できるようにすると。 

 肝心なのは最後の三つ目になりますけれども、既存の暫定道路幅内で施工が可能な設計

とするということです。1.9kmから4.0km区間というのは、第3期の時に、その先のところ

の住民移転の問題がまだしばらく時間がかかりそうだということで、住民との話し合いは

していたんですけれども、そのところ（4.0km地点）で切って4期に回した区間です。で

すから、ここで自分たちがどこまで下がらなければいけないかというのは、この区間の住

民の方はもうわかっているので、それ以上に下がったり、それ以上にどかなければいけな

いということがないような形で調整をしています。 

 これが具体的な標準断面図なのが、例えばバイクレーンとか歩道を50cmぐらいずつ縮

めたりすることによって、全体の幅を、これは場所によって違いますけれども、暫定道路

幅かあるんですけれども、その暫定の道路幅を超えない形で施工できるような設計を検討

したということです。 

 あとは、こちらに書いてあるとおり、ニロート浄水場（円借款案件）との取り合い。そ

れから、プノンペン都との調整。一番重要なのは苦情処理委員会の設置と沿線住民への適

切な対応。これは住民への説明等々から始まって適切な補償まで至るのですけれども、こ

こをIRCと一緒にやっていくことについて申し入れをして、先方から了解を得ているとこ

ろでございます。 

 では、第4期でどれくらいの影響が出るのかということですけれども、一番上にござい

ますとおり516世帯で、うち物理的な移転数は61世帯ということになっています。今、資

産調査（DMS）で再調査をしております。カットオフというのは2002年の段階で一応や

っているんですけれども、あまりにも時間が経っているので資産調査をもう一回しないと、

彼らの生活の糧が奪われるということがありましたので、ここについては彼らがもう一回

全部やり直しています。そういう意味で世帯数は若干増えるかもしれません。逆に、物理

的な移転数というのが減る方向だと聞いておりますが、まだ正式な数字が出ていないので、

ここは最終的にRAPに乗ってくるところだというふうにご理解いただければと思います。 

 カンボジア政府がなすべきこと、日本政府がなすべきことがここに書いてありますけれ

ども、ここにあるとおり、生計回復プログラム、今回初めてというか、カンボジア国道1

号線プロジェクトの中では初めて明文化されて入ってきましたけれども、ここをきちっと

検討させて、RAPの中に入れさせて、我々もそれを確認していけるようにするというとこ

ろが非常に重要だと思っております。 
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 我々がすべきことというのはこちらに書いてあるとおりですので、説明は割愛させてい

ただきます。 

 最後、適切な対応に向けてということですが、RAPを策定中です。既に以下の改善及び

特別な対応を行う旨を確認しております。私自身も現地に2回ほど、昨年と今年の頭に行

きましたので、そこで確認してきた事項だというふうにご理解ください。今申し上げまし

たとおり、資産調査を再度実施して、最新の資産状況に基づいて補償を算定するという形

にいたしました。 

 2番目として、生計回復プログラム（インカム・リストレーションプログラム）の策定

の前提となる社会経済調査を実施いたしました。これは、今日福田さんからご質問の紙を

いただいておりますけれども、それの一つの答えになるのではないかなと考えています。 

 三つ目は住民移転計画への生計回復プログラムの明記、これもやるということで同意を

とれております。 

 4番目、これは以前からやっておりますけれども、RAPのクメール語バージョンのカン

ボジア国内での公開ということ。これも確認しております。 

 5番目、これがまた今までから新しくなったのですが、第4期につきましては、これは特

別な対応になるんですけれども、英文版のRAPを作成して公開することについて先方の合

意がようやくとれましたので、公開することで今先方と調整中です。最終的なRAPができ

上がって、それを英訳したものが公開されるというふうにご理解いただければと思います。 

 6番目は、プノンペン市と、当時、首相令との間でRight of Wayの幅が、センターライ

ンから何メートルという幅が違ったんですけれども、5m分、片側ずつ違いました。5m分

広いほうに合わせてとってしまうと、その分、影響住民の皆様の権利を侵害しちゃうとい

うこともありましたので、両側5mの分、始点から1.9kmまでについては、新たに土地につ

いての補償を実施することにいたしました。というか、先方がそういう形で決定をいたし

ましたので、今回、先方が負担すべき負担費用、住民移転にかかる費用が相当膨らんでい

るという状況です。 

 それから、代替地ですが、先ほど申し上げましたとおり、上水とか電線の接続もできる

と。これについては、本管というんですかね、電線などは敷地の前まできておりますし、

引込みも住民の申請に基づいて政府側で対応するということで、今回については対応する

ということにしております。 

 これは、先ほど申し上げましたとおりで、既にPAPsと合意している暫定道路幅の範囲
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で4車線化を図るということで、新たな用地取得は発生させないということを先方と確約

したうえで、取り組んでいるということです。 

 まとめですけれども、こちらに書いてあるとおりです。これは、先般、外務省で行われ

ました適正会議の内容と基本的に一緒ですので、割愛させていただきますが、まとめとし

て、我々としてはこういう形で4期は対応していきたいと思っております。引き続き頑張

っていきたいと考えております。 

 「おわりに」というところですけれども、「確認」、「支援」というのは、2010年度版

のガイドラインの冒頭にも書いてありますけれども、非常に難しいということを感じた次

第です。先方の土地制度、法制度、政府の力量、対応力に合わせた対応が必要となってく

るので、ここはいろいろなバリエーションがあるんだなということを、今回、教訓として

感じたというところでございます。 

 二つ目は、政府を批判するだけではなくて、我々と話し合いを通じて、経験を積み重ね

てやっていくという態度が必要だと思います。これはちょっと言葉が適切ではないかもし

れませんが、2002～3年あたりから私がずっと感じていた彼らの態度というふうに考えて

いただければと思います。反発したり、拒絶したり、開き直ったりとか、内政干渉だと何

百回と言われましたが、こういったことがありました。 

 それから、理解をして、最初は渋々対応すると。でも、実際に住民の説明会などを通じ

てやってみると、やっぱりこういうふうにやらなきゃいけないんだと。これは我々の努力

だけではなくて、他ドナーの努力、それから、もちろん市民社会の皆さんのいろいろな活

動があってのことなのですけれども、納得して、共感して、ちゃんとやったほうがいいん

だと、特に若手の人たちが興味関心を持ってくれているというところ。それから、自発的

に取り組んで、関連法とか制度整備にも着手しようとしていると、こういう段階にきてい

ると思います。 

 もちろん、いろいろなプロジェクトでいろいろな事例がありまして、IRCの中にもいろ

いろな部署の方がいらっしゃるので、全員がこうだということではないんですが、少なく

とも我々がつき合っている先方のカウンターパートと呼ばれている人たちは、こういった

態度にどんどん変わってきていて、きちっと建設的な議論ができるようになってきたとい

う点はご理解いただければと思います。 

 最後に、被援助国を混乱させないためのドナー側の連携がますます重要だと。これはこ

れから非常に難しい問題になってくると思います。特定の国をここで挙げるのは適当では
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ないと思うんですけれども、やってくれそうなところにお願いするということでは、住民

に対してきちっと補償していくだとか、住民のことを考えるんだという発想が根づいてい

かないと。ですから、そういったドナーをどうやって巻き込むかというのが、ドナーの一

員である我々としても考えていかなければいけないことであると考えております。 

 それから、基礎インフラ整備に伴う用地確保と国民の権利保護・生計向上ということで

すけれども、補償、コンペンセーションを行うということと、貧困層に対するソーシャ

ル・セキュリティの問題を、一つの省庁に対応させるというのは非常に困難な部分がござ

います。なので、省庁間の所掌も含めた責任分担の明確化というのが必要であるいうこと

もありますし、後者についてはNGOと連携して実施していくということを、カンボジア

政府としてもう少し取り組んでいく。先ほど申し上げましたように、移転地の井戸整備と

いうことでは既に実績はございますけれども、こういったことを「餅は餅屋に任せてい

く」というようなことをやっていくことが必要ではないかと考えております。 

 30分をオーバーしてしまいましたが、最後に、ここのところは、2002年の開発調査の時

に撮った写真です。レポートに載っておりますけれども、ここの橋、ここです。ですから、

こっち側からこっちに向かって写真を撮っていると。何もなかったところが今は家がみっ

しり建っているというような状況です。ここ自体は、中国系の銀行が橋を改修したときに、

この辺のところも少し改修して、舗装はちゃんとしていないのですけれども、それなりに

今は見映えがいいような状況になっておりますが、当時はこんな状況でした。私が最初に

行った時、ここは何もないねという話をしていました。 

 これが始点から1km付近というふうにレポートに載っていたのですけれども、こんな状

況で道も非常に狭かった状況です。これからもうちょっと先なのですけれども、今はこの

ような形で、車の様子というよりも周りの家の様子を見ていただければと思うんですが、

随分立派なコンクリートの建物がいっぱい建設されているという状況でございます。 

 以上で終わります。どうもご静聴ありがとうございました。 

○村山氏 コンパクトにまとめていただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、残り45分となりましたが、基本的な質問がありましたら、先にお出しいただ

ければと思います。ご発言の際はお名前をおっしゃってからご発言ください。どうぞ。 

○満田氏 FoE Japanの満田と申します。幾つかご質問があるんですが、今、実施中の協

力準備調査の内容について、住民移転関係ではどのようなことをやっているのか。この中

で、過去の1期から3期までの移転住民が今どうなっているか。つまり、過去、移転させら
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れた住民の生計回復の状況に関する調査は含まれているのか否か、JICAとしてはそれを

調査するおつもりがあるのかどうかということを教えてください。 

 それから、もう一つは、第3期の移転先の代替地が移転元からどの程度離れているのか

ということについて教えてください。それが二つ目です。 

 三つ目は、苦情申立ての件数について教えていただきたいんです。というのは、この質

問の意図は、苦情申立てのメカニズムというものがこの事業については非常に重要になっ

てきているわけですが、私たちの目から見ますと、住民にとっての苦情申立てのメカニズ

ム、国のオフィスに苦情を申し立てづらいという住民の人たちが多いんですね。そういっ

たことを国のオフィスに申し立てることが怖いというような人たちもいます。ですから、

苦情申立て件数がどの程度あるのかということについて教えてください。 

 それから、四つ目が、再取得価格調査を実施する、過去にも実施してきたわけですが、

この公開の問題についてたびたびメコン・ウォッチから要請させていただいております。

これについて公開を今回はするのか、しないとすれば、それはなぜなのかについて教えて

ください。 

 最後に、カンボジアの全般的な状況です。これについては第3期のE/Nが結ばれるとき

に問題提起させていただいていますが、カンボジア全体として土地をめぐる争いが多発し

ておりまして、移転をめぐる紛争とか、移転後の状況が、これは政府がやっている事業に

限らず非常にひどい状況が生じていると。そういった中で、大規模な住民移転を伴う案件

をドナーがどんどん支援しているということについて警鐘を鳴らしてきましたし、カンボ

ジア国内のNGOが声を上げづらい、NGOを管理するような政府の思惑などもありまして、

なかなか声を上げづらいという状況があるわけですが、それについてJICAはどのように

対処しようとしているのかについて教えてください。 

 以上です。 

○村山氏 お願いします。 

○林 満田さん、ご質問、どうもありがとうございました。 

 まず1点目の住民移転の1期から3期までの教訓と言いますか、状況を把握しているかと

いうことですけれども、基本的に彼らはそういった形で1期から3期、すみません、どこま

で細かく調査をしているかということについては、こちらでは十分把握しきれていないと

ころがありますけれども、彼らとして移転された住民の状況について確認をするという意

思を持って今やっているというふうに私どもでは理解をしています。 
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 ただ、若干限界があることはご理解いただきたいのですが、4期の実施に当たっての反

省として、社会経済調査をちゃんとやるというところがあったと思うんですけれども、も

ともとそこまで社会経済調査としてきちっとやられているわけではないので、どうしても

出てくる結果がある程度相対的なものになると言いますか、どこまで正確なものになるの

かというところは再考の余地があると思いますけれども、いずれにしましても、彼らとし

てそういったところについて関心というかケアはしていると。我々JICAとしては、こう

いったことをきちっと確認しながら4期を進めてくださいねということについて、定例会

を通じて申入れをしているということなので、一義的には先方がきちっとやるということ

を我々として求めていくという態度です。 

 2番目について、第3期の代替地なのですけれども、今、細かいデータがないので……。

第4期でしたっけ。 

○満田氏 第4期です。 

○林 4期は、第6、ここになります。写真としてはこれしかないのですけれども、これが

国道1号線から直角方向に約1.2km入ったところにあります。周りは住宅開発がご承知の

とおり非常に急速に進んでおりまして、周りは住宅街、特に新興住宅街に囲まれているよ

うなサイトです。 

 ちょっと見にくいのですが、この後ろのほうに立派な赤い屋根と白い建物がありますが、

ここら辺は新たに開発されたところで、新興住宅街になっているというふうに認識してい

ます。 

 3番目の苦情申立てですけれども、苦情申立てまで実際にいっている件数はほとんどな

いと認識しています。それは理由がいろいろあるのですけれども、一つには、例えばこう

いう問題が起こったとか、行ったんだけれども断られたという話があったときに、定例会

などを通じて申入れをして、苦情申立てにいく前にIRCのほうで再度その方とお話をして、

最終的に苦情処理まで至らずに和解というか、納得をしていただいたうえでいっていると

いう状況でした。そういったことで、少なくとも我々が把握しているものについてはそこ

までいかずに処理をされているというふうに認識しております。 

 それから、再取得価格の公開については、個人情報の問題は非常に問題があって先方と

も協議を続けていますけれども、先方としての一つの答えが、第4期についてはRAPを公

開しますということでしたので、その中に単価等々が入ってくるので、そこで一定の情報

が得られると考えています。 
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 それから、5番目、カンボジア全体で住民移転をめぐるいろいろな問題が起こっている

中で、JICAとしてどう対処すべきか、というところですけれども、先ほどの最後のとこ

ろにもありましたが、結局、自分の手金でやるプロジェクト、それから、ある特定のとい

うか、言うことを聞いてくれそうなところ、あまりうるさいことを言わないところのプロ

ジェクトに対して、それはそれでいいんですねという発想になってしまってはいけないの

で、それもあって我々としては技術協力プロジェクト等々を通じて、少しずつではありま

すけれども、例えば再取得価格に基づいてきちっと住民説明会を始めて補償してください

ねというようなことを地道にやっているという状況です。 

 以上です。 

○満田氏 ありがとうございます。 

 最初の質問なんですが、そうすると協力準備調査の中では、過去の住民移転の住民の今

というような、生計回復の状況についての調査を含めているわけではないと。先方が調査

しているものを確認するということなんでしょうか。 

○林 そうですね。こちらとして、別途、例えばローカルコンサルタントを雇ってJICA

として調査を行うというところまではしておりません。ただ、我々もいろいろな方からい

ろいろなご指摘をいただくたびに、事務所、出張している我々は何度も移転地に足を運ん

でおります。もちろん例外はあるので断言してはいけないんですけれども、移転地の方の

生活は、先ほど子どもの笑顔もありましたけれども、それほど悲惨な顔でこちらに訴えて

くるということもあまりないという状況です。ここは印象ということになってしまうので

説得力はあまりないんですけれども、我々としては足を運んで現地の確認はしているとい

う状況です。 

○満田氏 後ほど意見を言うような場があるわけですね。では、結構です。 

○村山氏 それでは、質問を受けたいと思いますが、他の方いかがでしょうか。 

 かなり情報量に差があると思うので、もし基本的な質問があれば先に出していただきた

いと思います。よろしいでしょうか。 

 よろしければ、ご意見も含めて残りの時間に受けたいと思います。まず、メコン・ウォ

ッチの福田さんからペーパーが出ていますので、この内容をご紹介いただいて、この場で

もしご回答いただける部分があればお話をいただきたいと思います。 

 では、福田さん、お願いします。 

○福田氏 ありがとうございます。 
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 プレゼンテーションありがとうございます。JICAの皆さんはよくご存じだと思うんで

すが、メコン・ウォッチでは、このカンボジアの国道1号線の事業にずっと長い間かかわ

ってきています。今ご案内がありましたとおり、ADBの区間の問題がまず先に2000年、

2001年とありまして、その後、JICAでもネアックルンからプノンペンの間をやるという

ことで、そこについてもぜひADBの区間での教訓を反映していただきたいということで、

様々な形で現地の方の話を聞いたり、あるいはJICA、あるいは外務省の皆さんと議論さ

せていただいたり、といったことを行ってきております。 

 今日は、第4期ということで、これまで第1期から第3期に私たちがかかわった経験から、

こういうことを申し上げたいということを簡単にペーパーとしてまとめさせていただいて

おりますので、それをご紹介させていただきます。一部、既に林さんのプレゼンテーショ

ンの中でご回答いただいている部分もあろうかと思いますし、そうでない部分もあろうか

と思います。 

 まず、このプロジェクトは、皆さんご承知のとおり、そもそも2004年のJICAのガイド

ラインが適用されないという前提で事業が進められてきていると。一方で、JICAでは、

さりながら同時にこのプロジェクトの準備期に2004年のガイドラインの策定の議論が進ん

でいたということもありまして、2004年のガイドラインの理念を先行適用するということ

で様々な取り組みをなさってきたと。このことは非常に高く評価されるべきであると私は

考えております。 

 今回、第4期を始めるにあたっては、ぜひ2010年の現在私たちが助言委員会で議論して

いる新しいガイドラインの理念をこの事業に適用するんだということを、カンボジア政府

と合意していただきたいと考えております。住民移転については相当具体的な改正が2004

のガイドラインから2010年のガイドラインに変わるときになされています。その多くはカ

ンボジアの国道1号線の経験を成文化したという部分があるんですが、再取得価格に基づ

く補償は事前に行われること。 

 それから、住民移転計画の策定において事前に十分な協議が行われる。それから、住民

移転計画がきちんと公開される。こういった点が2004年のガイドラインから2010年のガイ

ドラインに変わるにあたって盛り込まれておりますので、ぜひこうしたことをカンボジア

政府との間で、第4期に反映させるということを議論し、カンボジア政府のコミットメン

トを得ていただきたいと考えております。 

 2点目として、これは言わずもがなであり、まさにこういうことが問題になるから、今
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日のこの会が開かれているということだと思うんですが、第1期から第3期まで相当の議論

がなされ、経験が蓄積されたということなので、ぜひ同じ問題は起こさないということを

第4期実施のための大原則にすべきだろうと考えております。 

 特に重要なのは、既に起きてしまった影響というのが第1期から第3期までにあるわけで、

これらの問題をきちんと振り返ることで、第4期の適切な住民移転が確保されるだろうと

考えるわけです。ADBの区間で様々な失敗があったと、それを基にJICAの皆さんがいろ

いろ考え抜いて、相手国政府との議論を重ね、今回、第1期から第3期まで実施されたんだ

と思います。同じように第1期から第3期までの間何が足りなかったんだろうということを

ぜひ第4期の実施に反映していただきたいと考えております。 

 そのような観点から何点か、時間がたくさんあるわけではないので、コンパクトに申し

上げたいことを下に書かせていただきました。一つは、住民移転計画の公開の問題です。

これは、議論させていただく過程でよくわからなかった点で、住民移転計画の最終版とい

うのは一体どこにあるんだろうというのが最後までよくわからなかったんです。2007年の

段階、第2期区間の住民移転が終わってから、第2期の工事中のことなんですが、住民移転

計画の最終版については現地では見ることができないと。 

 外務省さんに伺うと存否を明らかにすることもできないと。JICAに情報公開を請求し

たところ、最終版は保有していないという回答をいただいたことがあります。このような

中で、既に住民移転は行われていたということになるわけで、これは非常に大きな問題で

あると思っております。 

 もう一つは、既に満田さんのほうから言及がありましたが、補償単価の問題です。この

事業については、最初、1区価格による2000年の公定レートプラス12％ということで補償

が行われたけれども、それでは極めて低い、そのレートでは移転できないという様々な声

があって、そこについてはJICAの皆さんとカンボジア政府との間で相当の議論があって

のことだと思うんですが、後ほどから、市場価格調査に基づく再取得価格を改めて算定し

たうえで、それを追加補償するということが行われました。私としては、これはJICAの

第1期から第3期、特に1期、2期の実施プロセスにおける非常に大きな達成ではないかと思

っています。 

 一方で、再取得価格をどう算定したのかが不明のままになっています。再取得価格算定

の根拠だった市場価格調査の報告書を出してくださいとずっとお願いしているんですが、

結局この調査については公開されないまま終わってしまいました。これらの文書、住民移
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転計画及びその案、それから、再取得価格の算定根拠となる市場調査の結果を公開してい

ただくことは、事業の補償が適正に行われるということを確保するうえで極めて重要だろ

うと思っております。 

 先ほど市場価格調査の件のお答えの中に、カンボジア政府が個人情報との関係で難色を

示しているということがあったんですが、市場価格調査というのは、具体的にどのような

取引がマーケットでなされているのかということを調査して、そこから再取得価格を計算

するということになろうかと思うので、そこに個人情報が入ることは通常ないと思います

ので、理由としてはよくわからないなと思いました。 

 今回、再取得価格が非常に重要になるのは、第4期では土地に対する補償がなされると

いうことが、第1期から第3期までと大きな違いとして出てくるわけです。プノンペンから

ほど遠くない、市街地からほど遠くない、土地の価格もそれなりになる場所になってきま

す。そうすると、それが幾らで補償されるかということは、移転を求められる住民にとっ

ては非常に大きな関心事項になるということは確実です。その中で、一体どのように調査

を行って、だからこの金額は適正なんですよということを住民の方に説明できるというこ

とは、土地を奪われる、そして、今回は土地も補償対象になる影響住民に対する説明責任

という意味では大変重要だろうと思います。 

 3点目として生計回復の問題を挙げさせていただきました。これについては若干、林さ

んから既に言及がありましたが、第1期から第3期の期間については、生計回復に関しては

特段の計画は策定されておりませんでした。カンボジアのNGOフォーラムという、カン

ボジアのNGOがありますが、こちらが行った調査の結果、多くの住民が移転の結果生計

が悪化したと回答しています。 

 その調査結果については、後ろに和訳の要約版を添付させていただいておりますが、調

査結果として、補償を受けた人々の64％は「補償を受けた額では移転費用を賄えなかっ

た」とか、48％の人が「移転後に生活水準が低下した」というふうに回答しています。こ

れはアンケート調査ですが、これらの回答が正しいとすれば、JICAのガイドラインの趣

旨が十分に守られたとは言えないのだろうと考えております。 

 第4期にあたって2点非常に重要なことがあろうかと思います。一つは、第1期から第3期

で生計が本当に悪化したのかどうか。悪化したのだったら、何でそうなったのかというこ

とが十分検討されなければならないということです。その原因がわからなければ、対策の

立てようもないというところがあります。 
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 こういうことを言うのは不適切なのかもしれないですが、原発事故があって、その事故

調査報告書が出ないうちに、原発に関する行政組織を変更するという法案を閣議決定する

というのが我が国の政府なので、それでもいいということなのかもしれないんですが、過

去何が起きたかをきちんと分析し、原因を明らかにすることで、きちんとした計画が立て

られるということを考えれば、第1期から第3期の方の生計の状態について、包括的なレビ

ューを行うということが第4期の何かしらの計画を立てるということの前提となろうとい

うふうに考えます。 

 2点目として、これはもう既に先ほど林さんから言及があった話なんですが、ベースラ

イン調査をきちんと行っていただきたいと思います。私たちというかカンボジアのNGO

フォーラムがこの報告書を作成して、JICAの皆さんと議論させていただいたときに議論

がかみ合わなかったんですね。報告書の内容についてご議論があるということはそうなん

ですが、結局のところは、スタート段階でどのような生計状態にあったのかということに

ついて、データとして残っていなかったということが極めて大きな原因だろうと思います。 

 生計回復を確保し、それが回復されているかどうかきちんとモニタリングするというの

はNGOの責任ではありません。これはカンボジア政府の責任であり、それが行われてい

るかどうかきちんとチェックするのはJICAの責任であります。NGOの調査が不十分であ

るという批判だけをして、カンボジア政府もJICAも自らの調整を行わずに、訪問した感

触でもってそれほど大きな問題はないと言い続けるというのは、ガイドラインが十分遵守

されているということを説明したことにはならないだろうと思います。 

 つきましては、第4期についてはぜひきちんとしたベースライン、現在の社会経済状態

に関するベースラインを行って、プロジェクト実施後の生計の変化についてモニタリング

ができるという状況をつくっていただきたいと考えております。これがきちんとした生計

回復計画が実施されるうえでの前提となろうと思っております。 

 私からは以上です。 

○村山氏 それでは、今日の時点でお話いただける点についてご紹介いただければと思い

ます。  

○林 いろいろご指摘ありがとうございました。ADBの時のいろいろな経験を基に理念を

先行適用して取り組んだというところに対してご理解いただけたということは、我々とし

ても取り組んできてよかったなと思えるところであります。 

 この第4期については、ここに①から④まで書かれていますが、再取得価格に基づく事
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前の補償、住民移転計画作成における事前の十分な協議と住民移転計画の公開というとこ

ろに関しましては、資料の中でも申し上げましたとおり、再取得価格でやるということ、

それから、事前に必ず補償するということ。事前に補償するというのは、エクセルの表を

貼りつけたものの中にも書かせていただいたのですが、先に支払われなかったので貧困化

が起こったんだということ、中にそういうことが書いてあったと思うんですが。 

 いずれにしてもこれは私が2003年、4年のときにいろいろな情報をいただいた中で、と

にかく先に払うんだ、移転の前に払うんだということはJICAとしても徹底させてきたつ

もりですので、ここについては担保されています。なので、ここについてはカンボジア側

も異論はないと。住民移転計画作成における事前の十分な協議というのがありますけれど

も、彼らがRAPを出してきますので、このRAPについて我々とまたいろいろな話をする機

会が今後あると考えています。 

 それから、公開については、先ほど申し上げましたとおり、本来、彼らとしてはクメー

ル語版の公開をもって足りるというのが今までの立場でした。ですから、最終版といいま

すか、どこの時点のRAPかという問題はもちろんあると思うのですけれども、彼らとして

RAPはコミューンオフィスに行けば、先ほど写真がありましたけれども、自分の資産の評

価がどうなっていたかということは見られると、それがどういう方針になっているかとい

う文書もクメール語版のものが見られることになっております。 

 それに加えて、今回については、彼らとしては特例的な措置として英文版のものをつく

って、それを日本側に提出し、これを公開するということになっています。そういう意味

で、2010年のガイドラインに照らしても、4期の対応はおおむね満足、反映できているの

ではないかと考えております。 

 それから、第1期から第3期の評価につきましては、先方といろいろ協議をしていかなけ

ればいけないと思っております。ただ、彼ら自身が今回の4期のRAPをつくるにあたって、

いろいろな過去のデータをとっていると聞いておりますので、そこの中でどの程度そうい

ったものがなされているのかといったところを我々としても確認していきたいと考えてお

ります。ご指摘のとおり、同じことを繰り返すのはよくないと思いますので、そこは対応

していきたいと。 

 それから、情報公開の問題につきましては、一部、この文章の中に外務省さんの発言が

ありますけれども、議事録をネットで急いで調べてみたのですけれども、こういった発言

が見あたらなかったということと、我々が代わってお答えする立場にないので、ここは割
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愛させていただきたいと思います。 

 保有していないという回答については、その当時まだ最終版が出てきていなかったので、

当時では保有していないということは事実だったので、ここはご理解いただければと思い

ます。 

 それから、再取得価格調査、再取得単価の問題につきましては、先ほど申し上げました

とおり、RAPの中で単価等々が出てきますので、そこで出てきたものを我々として確認し

ていきたいと。調査の手法ですが、こういった調査をしているというのは、例えばADBが

行っている調査と同じような手法で、サンプル数も同等かそれ以上とるような形で調査を

してくださいということについては、こちらも定例会を通じてずっとやっておりますので、

そこから導き出される結果についての妥当性はあるのではないかと考えている次第です。 

 それから、生計回復について、2008年2月の調査の結果は、当時、カンボジア事務所、

それからまた私どもの本部にご提出いただいて、福田さんご自身が現地で事務所といろい

ろ協議をしていただいたというふうに聞いています。当時の担当者にも確認をして、この

数字、内容についても意見交換をさせていただいたというふうに伺っております。我々と

しては、こういった指摘があるよということについてはIRC、カンボジア側につないでい

るということはご理解いただきたいということ。 

 それから、もう一つご理解いただきたいのは、「釈迦に説法」ですけれども、社会経済

調査は非常に難しい調査で、例えば質問の立て方とか、質問をした時期とか、いろいろな

ことによって回答も違ってきたりとかということがありますので、調査の内容をどうやっ

て確認していくかということはなかなか簡単ではないということで、我々としても、政府

が言っていることや、市民社会の皆さんから言われることを突き合わせて、どこに正解が

あるのかということを確認しながら対応しているところです。 

 政府側も、影響を受けている皆さんも、お互いが100％満足するという状況をつくるの

はなかなか困難だというのは皆さんおわかりいただいているところだと思いますけれども、

我々としましても、その実現に向けて今後とも努力は絶え間なく続けていきたいと考えて

おります。 

 現段階で回答できるところは以上ですけれども、よろしいでしょうか。 

○村山氏 ありがとうございました。 

 福田さん、何か追加のコメントがありますか。特になければ、先ほど満田さんご意見が

あるということだったので。どうぞ。 
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○満田氏 私はメコン・ウォッチも兼任しているというちょっと複雑な立場なんですが、

メコン・ウォッチとしては、ぜひ福田委員から提出されたこのペーパーについてはやって

いただきたいと思っております。とりわけ今、社会経済調査は非常に難しいとおっしゃい

ましたよね。それはそうだと思うんです。ただ、それはやらない理由にはならないと思い

ます。 

 カンボジアNGOフォーラムが実施した調査について、内容に疑義があるとお考えで、

そうではないんだというふうにお考えであるのならばなおさら、今の状況ですね、第1期

から第3期までの移転住民の生計回復の状況について、せっかく協力準備調査をされてい

るわけですし、あるいは、今後調査を打つことも可能だと思いますので、一義的にはカン

ボジア側がという話になると思うんですが。とは言うものの、JICAとして支援機関の責

任においてやっていただけないものかと思います。やれない理由が私には理解できません。

ということで、ぜひご検討ください。 

○林 この話は、今ちょうど第4期のRAPをつくっています。その第4期の中でも、先ほど

申し上げましたとおり、再取得価格の調査が行われていて、その中でいろいろな情報をと

ってきて、彼らとして求めてくるということで、そこの中である程度わかるのではないか

と考えているということ。あと、主体的に実施してその検証をするということを、カンボ

ジア側にきちっとやらせることが必要だと考えておりますので、第4期の再取得価格調査

の中でその辺をどこまで織り込んでいるのかというところは、情報が出てきた段階で先方

に確認をしていきたいと思っています。 

○村山氏 はい、どうぞ。 

○福田氏 1点だけ確認させていただきたいんですが。先ほどから、現在RAPの策定プロ

セスにおいて、第1期から第3期の情報を確認しているというご発言の主語として、「彼

ら」というふうにおっしゃったんですが、「彼ら」というのは協力準備調査を行っている

調査団のことを指すのか、あるいは、現在RAPの策定をしているカンボジア政府、IRCの

ことを指すのか、どちらですか。 

○林 IRCです。 

○福田氏 具体的にどのような情報収集をどの範囲で行っているのかということについて、

現在、JICAのほうに情報はあるんでしょうか。 

○林 どういう形で調査をしましょうという話については、定例会等々を通じて意見交換

をしているという状況です。 
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○福田氏 カンボジア政府が現在行っている既存部分の影響の調査に関して、どの程度の

調査を行っているのかということをぜひ今教えていただければと思います。 

○林 基本的には、再取得価格を算出するためには当時の取引の値段を勘案しないといけ

ないと思っていますので、そういった部分の調査。ですから、一人一人に、今、満田さん

が求められているような調査を行っているわけではないんですけれども、再取得価格の単

価表等々をつくるために必要な調査のサンプルの一部として、彼らの過去の事例が使われ

ているというように理解しています。 

○村山氏 あと10分ほどになりましたが、他の方、いかがでしょうか。どうぞ。 

○米田氏 ちょっと話がずれてしまうのかもしれないんですが、今やっておられる技術協

力の案件の中身、どのようなことをされているのか教えていただきたいんですが。 

○林 すみません、今ここに資料がないもので、ちょっとお待ちいただけますか。 

 「住民移転のための環境社会配慮能力強化プロジェクト」という名称で検索していただ

けると、JICAのホームページにヒットしますので、詳しくはそちらをご覧いただければ

と思いますけれども、活動としては、住民移転を正しく実施するための能力を向上させる

ことを目標として実施していると。実施の対象が、相手側の機関が、経済財務省の住民移

転局というところがあるんですけれども、そこの人々に対して実施するということになっ

ています。 

 成果としては、住民移転計画の現状や要望がレビューされて、評価とプラスアルファが

行われるようになる。それから、2番目の成果として、環境社会配慮の理解にかかわる能

力が向上する。3番目、情報管理に関する能力が向上する。4番目、住民移転に関する計画

実施能力が強化される。5番目として、効果的な住民参加を促進する能力が向上する。こ

ういった目的で、もうすぐ終わりますけれども、今まで取り組んできたところです。 

○米田氏 その住民移転局というのが第4期の実施を実際に担当している部局という理解

でよろしいんでしょうか。 

○林 はい。もちろん担当しています。ただ、この技術協力プロジェクト自身は、このプ

ロジェクトのためだけにやっているわけではないので、経済財務省の中に、先ほど申し上

げた省庁間移転委員会（IRC）が中心となっている組織の事務局みたいなものがそこにあ

りますので、そこの関係者の能力強化です。 

○村山氏 どうぞ、先に。 

○松本氏 まず議論になっているベースラインデータがないがために問題が起きていると
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いうのは、私自身がずっと調べている世界銀行のインスペクションパネルにかけられた事

業を過去ずっと見ても、かなりの事業の中でベースライン調査がないがために、その後、

紛争というか、我々は生活が苦しくなったとか、なっていないとかいう、ある意味で残念

な議論になっているということで、これは非常に重要な指摘だと思います。今日の委員会

は報告会ということですけれども、かなり真摯に受け止めてほしいなという点であります。 

 私は、先ほどから話に出ている外務省の開発協力適正会議の委員でもあるということか

ら、どちらかというとこの案件の教訓をもう一度外務省に持っていくということを考えて

おります。その点からお聞きしたいのが、ここまでで挙げられている教訓は、むしろプロ

ジェクト管理としての教訓であって、審査の教訓ではないと思っているんですね。 

 つまり、最初の2000年ごろの段階、まだ富本さんが部長だったころに、今日の林さんの

お話にはありませんでしたけれども、開発調査があって、その開発調査の結果は、これは

既存の道路の改修であり、大きな影響がないという結論だったんですね。これに対してお

かしいという議論からものは始まっているわけです。つまり、あのまま放っておけば影響

はないという前提で進みかねない。そういうリスクがあったということです。 

 そうしたときに、林さんが書かれている様々な教訓は、本当にJICAが今後類似の事業

の中で全部やっていけるのか。林さんが組織としてこの事業にこれだけ長くかかわってい

るのかどうかわかりませんが、非常に幸運なことに、林さんがこの10年のうちのかなりの

部分、様々な形でかかわってきたがために、この事業については様々なインスティテュー

ショナルメモリーが生かされているという部分もあると思います。 

 従って、JICAが本当にこのように複雑な住民移転が生じ、そして現地の法制度に対し

てもある程度首を突っ込まなければいけない事業に対して、審査の段階で「関与する」と

いうことを言えるのかどうか。 

 もっと言えば、助言委員会が、我々の側が例えばこういう対応をしたほうがいいという

助言はしますけれども、その助言に対応するのにどれぐらいのエネルギーと、相手国政府

に対してどれぐらいのことをやらなければいけないのかということを考えたときに、この

事業が審査に対して及ぼしている教訓についてもう少しまとめていただきたいし、私とし

てはそれをもって開発協力適正会議のほうにもう一度フィードバックしたいと思っていま

すので、今の段階でもし何かがあればお聞きしたいですが、なければ、また改めて教えて

いただきたいと思っています。 

 以上です。 
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○河添 案件個別の話ではなくて、むしろ審査全体としてどういうふうに対応していくの

ですかということだと理解しました。個別の事例としての教訓、例えば、ご指摘をいただ

いている生計回復のベースライン調査については、初期の段階で取り組む必要があること

だと思います。 

 一方で、特に大規模な非自発的住民移転は、ガイドラインの中ではまず回避し、それで

も必要な場合は緩和策を講じることということが明示されています。ですので、その原則

というのはどの案件にもあてはめて考えなければいけないことです。ガイドラインに明示

されていますから。 

 さらには、代替案を事前に十分検討するということも必要な措置です。案件の形成段階

でこれらについての検討は、今でも取り組んでいるところです。 

○松本氏 この事業からくる教訓としておっしゃっていただきたいんですが。 

○河添 カテゴリ分類の方法についてお話しいただいたのですが、スクリーニングのプロ

セスはガイドラインに基づきやっています。非自発的住民移転は大規模なことはできるだ

け避けるというのは、今お話したとおりだと思います。 

○松本氏 いや、そのポイントもこの事業の経験からやはりやるべきではなかったという

ことなのかどうか。教訓ですので、もう少し具体的に。例えば、今、満田さんや福田氏が

指摘しているような、事前のベースラインデータはE/Nを結ぶ前にちゃんとやっておくべ

きであるとか、もう少しここからくるクリアな教訓として審査段階の教訓を。 

 私は別に今全部言ってくれと言っているわけではないんですが。林さんが出されたのは

どちらかというとプロジェクト管理上の教訓なので、むしろ審査上の教訓を挙げてほしい

ということです。今ここで直接回答を求めているわけではないんですが、そこは必ず考え

ていただきたいと。 

○河添 我々として取り組んでいるところもあるのでお話しておくと、例えば今のガイド

ラインの中で、世界銀行のOPの4.12という、ある意味世界標準の住民移転政策があるわ

けですけれども、そういうものを我々も参照しながら、あるいは、世界銀行とかアジア開

発銀行等でどのような対策を講じているのかということについてもヒアリングをしながら、

審査をやっておりますので、ここでお話させていただきたいと思います。 

○村山氏 時間が迫ってきたんですが、満田さんからお手が挙がっていますが、他にいら

っしゃいますでしょうか。 

 では、満田さん、どうぞ。 
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○満田氏 しつこくてすみません。先ほどの林さんのお答えの中で、RAPの中の再取得価

格の調査の関係で、過去の移転住民についても聞き取りをしているので、その関係で情報

が出てくるはずだと、そのような趣旨のお答えだったと思うんですが、私としては、確か

にベースラインデータがないというような問題点があるにしろ、第1期から第3期までの移

転住民の生計回復の現状を、ベースラインデータがないという状況は理解しておりますの

で、パーフェクトではないにしろ、それは何らかの方法でJICAとしてきちんと把握すべ

きではないのかと思っているんです。 

 ということで、これもこの場でさっとお答えいただくことはできないとは思うんですが、

過去の移転住民がどうなっているか、生計回復の状況はどうだというのを、量的な調査で

なくても、質的な調査でもいいと思うので、ぜひきちんと聞き取りをして把握して、その

ための調査をやっていただきたいと思っています。 

 というのは、これもまた水掛け論になってしまうのかもしれないんですが、私たち側の

問題認識として、例えば道端で営業している方々が、道端から奥の移転地に行くことによ

る失業、その他の生計手段の変更とか喪失、そういうこともいろいろ聞いているわけです

ね。NGOフォーラムの調査でもそういうことが挙げられていますので、住民たちがその

後どうなったかと。もちろん頻繁に現地に通われているということではあるんですが、調

査としてきちんと実施していただきたいと思います。 

 以上です。 

○林 わかりました。いずれにしても、まず彼らがどの程度のものを含めてくるのかとい

うのが一つあります。どの程度の規模で聞き取りなりをやっているのかというのがあると

思いますし、過去においてもいろいろな形で彼らが聞き取りをしたり、彼ら自身が現場を

訪問したり、先ほど量的なものでなくても質的なものというお話もあったと思いますので、

そういった形で、彼らとしてどの程度情報を持っているかというとは、今回のRAPの公開

のときにまず確認したいと思います。 

 いずれにしましても、今から5年、6年前のことをやるというのはなかなか難しいです。

人の記憶もどんどん変わって忘れていくものもあるし、人の移動もあるので、限界はある

と思うのですけれども、既存の情報を彼らに確認したうえで次の対応を検討したいと思い

ます。 

○村山氏 どうぞ。 

○福田氏 最後に今後のスケジュール感を教えていただければと思うんですが。 
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○林 本件は調査を実施中でまだ終わっておりません。従いまして、外務省さんのほうに

E/Nに至るための様々な資料を出せる状態にないので、この段階ではまだ未定と申し上げ

ざるを得ないということをご理解いただきたいと思います。我々として、非常に重要な道

路ですので、彼らが適切に環境社会配慮を行いつつ行っていただく前提で、できるだけ早

いうちにやりたいと思っておりますけれども、先方と最終的に合意ができていない部分も

ありますので、それ次第ということだと思います。 

○福田氏 現在行っている協力準備調査はいつ終了予定なんですか。 

○林 調査そのものは現段階では3月終了ということになっておりますけれども、あくま

でそれは先方の最終的な計画内容も含めた合意がとれた前提なので、とれなければ延ばす

しかないという状況です。 

○福田氏 ありがとうございます。 

○村山氏 では、時間がきたのですが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 この事業は、JICAとしてもかなり力を入れてきたものだと思いますし、NGOをはじめ

として他の立場からも、注目されてきていると思います。このプロジェクト自体もそうで

すが、他の事業に対しても、是非、最後に書かれているような教訓をうまく生かしていた

だければと思っております。 

 今日の報告会は記録が残ります。後日、確認していただく機会があると思いますので、

それぞれご確認いただければと思います。 

 では、これで報告会を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

午後2時32分 閉会 


